
議案第９８号 

 

三田市ＭＣＡ防災行政無線の取得について 

 

下記のとおり三田市ＭＣＡ防災行政無線を取得するにつき、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年三田市条例第１２号）第３条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  平成２６年１１月２８日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 

記 

 

１ 取 得 数 量 

   １式 

 

２ 取 得 の 目 的 

   災害発生時の避難勧告等を適切に市民に伝達する手段として、土砂災害警戒

区域内及び浸水想定区域内に防災行政無線を整備し、情報伝達手段の多様化を

図ることにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的と

する。 

 

３ 取 得 金 額 

３２２，３８０，０００円 

 

４ 取得の相手方 

大阪市北区堂島浜２丁目２番８号 

    西菱電機株式会社大阪支社 

     支社長 川 端 真 史 

50



参考 

 

三田市ＭＣＡ防災行政無線の概要 

 

１ 概要 

  三田市ＭＣＡ防災行政無線は、（一財）移動無線センター運営のＭＣＡ無線シス

テムを活用し、市役所に設置される親局設備と消防本部に設置される補助局設備、

小中学校等に設置される拡声子局設備、避難所に設置される半固定式無線機、公

用車に装備される車載型無線機、職員が携行する携帯型無線機で構成される。こ

の無線システムにより、避難勧告等を適切に市民に伝達し、災害対策本部、避難

所及び災害現場との連携を図ることにより、迅速な災害対応を行おうとするもの

である。 

 

２ 三田市ＭＣＡ防災行政無線設置場所及び設置機器 

設置場所 住所 主な設置機器 

三田市役所 三田市三輪二丁目１番１号 操作卓等親局設備１式 

三田市消防本部 三田市下深田３９６番地 操作卓等補助局設備１式 

小中学校等 三田市内 拡声子局設備５１基 

指定避難所 三田市内 半固定式無線機２９台 

公用車 三田市三輪二丁目１番１号 車載型無線機１０台 

三田市役所 三田市三輪二丁目１番１号 携帯型無線機１０台 
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